
日本経済再生本部決定 

国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針（抄） 
 

平成２５年１０月１８日 

２．雇用  

 

◇ 特区内で、新規開業直後の企業及びグローバル企業等が、優秀な人材を確保し、従業員が意欲と能力を発揮できるよう、以下の

規制改革を認めるとともに、臨時国会に提出する特区関連法案の中に必要な規定を盛り込む。 

 

（中略） 

 

 

（１） 雇用条件の明確化 

・  新規開業直後の企業及びグローバル企業等が、我が国の雇用 ルールを的確に理解し、予見可能性を高めることにより、紛争

を生じることなく事業展開することが容易となるよう、「雇用労働相談センター（仮称）」を設置する。 

・  また、裁判例の分析・類型化による「雇用ガイドライン」を活用し、個別労働関係紛争の未然防止、予見可能性の向上を図る。 

・  本センターは、特区毎に設置する統合推進本部の下に置くものとし、本センターでは、新規開業直後の企業及びグローバル企

業の投資判断等に資するため、企業からの要請に応じ、雇用管理や労働契約事項が上記ガイドラインに沿っているかどうかなど、

具体的事例に即した相談、助言サービスを事前段階から実施する。 

・  以上の趣旨を、臨時国会に提出する特区関連法案の中に盛り込む。 

資料2-3 



国家戦略特別区域法（平成 25年法律第 107号）（抄） 

 

（個別労働関係紛争の未然防止等のための事業主に対する援助） 

第三十七条 国は、国家戦略特別区域において、個別労働関係紛争（個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成十

三年法律第百十二号）第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。次項において同じ。）を未然に防止すること等により、

産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、国家戦略特別区域内

において新たに事業所を設置して新たに労働者を雇い入れる外国会社その他の事業主に対する情報の提供、相談、助言そ

の他の援助を行うものとする。 

２ 前項に規定する情報の提供、相談及び助言は、事業主の要請に応じて雇用指針（個別労働関係紛争を未然に防止するた

め、労働契約に係る判例を分析し、及び分類することにより作成する雇用管理及び労働契約の在り方に関する指針であっ

て、会議の意見を聴いて作成するものをいう。）を踏まえて行うものを含むものでなければならない。 

３ 国家戦略特別区域会議は、第一項に規定する援助の実施に関し、内閣総理大臣及び関係行政機関の長に対し、意見を申

し出ることができる。 

４ 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、国家戦略特別区域会議に対し、当該国家戦略特別区域会議に係る国家戦略特別

区域における第一項に規定する援助の実施状況に関する情報を提供するとともに、前項の意見について意見を述べるもの

とする。 

５ 国家戦略特別区域会議は、前項の規定により内閣総理大臣及び関係行政機関の長が述べた意見を尊重するものとする。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第三章、第四章及び第三十七条の規定公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日 

二・三 （略） 


